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本町筋の景観ルールに関する説明会 開催結果 

 
１． 概 要 

日   時 会 場 参加者数 質疑応答件数 

令和７年５月 23日（金）午後７時より 
津島市文化会館 

小ホール 
19名 17件 

令和７年５月 24日（土）午後６時より 
津島市文化会館 

大ホール 
10名 ７件 

合計 29名 24件 

 

２． 当日の様子 

５月 23日 

  

５月 24日 
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３． 質疑応答内容（５月 23日） 

 質疑・意見内容 応答内容 

１ 

近年本町筋沿いで多くの家がなくなってい

ます。なぜ今、この時期に取り組むのでし

ょうか。 

平成 20年代中盤からまち歩きツアーなどの

様々なまちづくりを進めてきており、令和

2 年度に国から認定を受けた「歴史的風致

維持向上計画」でも町並みを守るには景観

のルールづくりに取組むことを位置付けて

おります。 

遅すぎるという意見もありますが、景観ル

ールをつくれば、これ以上景観が崩れるこ

とは無くなります。長期的な視点で考える

とどこかで着手する必要がある取り組みで

あると考えたため、着手させていただきま

した。 

２ 

今後人を増やさないといけない中で、本町

筋はどうなるのでしょうか。景観ルールの

策定を人口増加にどう結び付けていくので

しょうか。 

魅力的なまちは人を呼び込めると考えてい

ます。景観が綺麗なところに住みたい、店

舗を出したいとなるように、魅力を高める

ことで人口増加につなげたいと考えており

ます。ただ、景観だけでなく、直接的な子

育て支援などの他の取り組みと合わせなが

ら進めたいと考えています。 

３ 

東京は車が通れないとことが多く、住みた

くないと感じ、その反面津島は良いところ

だと感じました。 

駅の周辺の分譲住宅は売れていますが、郊

外は売れていないです。まずは駅から神社

の天王通りを綺麗な道路にした方が良いと

思います。 

ご意見として受け止めさせていただきま

す。 

４ 

本町にベトナムのレストランができまし

た。なぜ風情のある町で赤いお店を出すこ

とができたのでしょうか。建てる時に市は

何も言えなかったのでしょうか。 

所有している建物を壊された時に、本町の

風情が無くなってしまったと言われまし

た。景観ルールを決めるなら、市がもっと

根本的な部分に力を入れないといけないと

思います。 

景観ルールがないため、今は強制できませ

ん。外国人の方々は文化の違いから、風情

の感じ方に差があるのかもしれません。た

だ、景観ルールを作ることによって外国人

の方々も守ることになります。 

その他の町家の取壊しについても問い合わ

せを多くいただいています。良好な景観形

成を進める環境づくりが必要であり、市が

強く言えるような体制を構築できるように

進めております。 

 

５ 

天王通りの無電柱化は決まっていますか。

別の集会で決まったような発言を聞きまし

た。 

無電柱化を行う方向性で考えております

が、検討段階であり、決まったと断言でき

る状況ではありません。愛知県と調整・検

討を進めています。 
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 質疑・意見内容 応答内容 

６ 

借家を持っていますが、古い借家を壊して

何か建てる際に、景観ルールによって４階

建てが建てられないとなると、地価にも影

響します。利用制限があると所有しづらく

なり不安ばかりです。景観ルールはどこま

で強制力があるのでしょうか。 

景観ルールは基本的に条例により守ること

になります。拘束力は厳しくすることもで

きますし、設計段階での勧告のみもありま

す。地価の影響について、他の事例では魅

力が向上することで、人の来訪が増え、そ

の結果土地の売買が増えて価値が高くなる

こともあります。地価が下がることも懸念

されますが、他の事業と合わせて全体的な

施策で魅力を向上させていきたいと考えて

おります。 

 

７ 

建物の色や外壁等は個人の判断によって異

なると思いますが、景観ルールに合ってい

るかどうかは誰が判断するのでしょうか。 

 

落ち着いた色については、決められた範囲

の中で壁・塗装の色を決めることになりま

す。個人の判断ではなく、設計段階で市へ

届出されたものを市が判断していきます。 

また、例外規定のものを景観審議会などで

審議し、総合的な観点で許可するといった

判断もあります。 

 

８ 

（都）名古屋津島線が通った場合の本町筋

とのあり方を教えてください。 

（都）名古屋津島線が通った際には、本町

筋の通過交通が減り、本町筋が歩きやすく

なるといった交通面でも良くなると考えて

おります。 

 

９ 

昔は本町筋の人通りがあり活き活きしてい

ましたが、今では人通りがない状況です景

観は誰のためにつくるのか、いまいちわか

らないです。正直な気持ちでは本町筋より

も津島駅を取組むべきかと思います。 

魅力向上が目的で、住民や来訪者のために

取り組んでおります。 

本年度より津島駅も鉄道事業者と協議して

基本計画の策定に着手しております。他で

も津島神社周辺も含め整備を進め、景観以

外の事業と合わせて全体で進めておりま

す。 

 

10 

今回の景観の検討では、町家の保存継承を

対象外と聞いていますが、ルールが適用さ

れる令和９年までにも空き家、空き地が多

くなります。 

町家を維持するのは大変だとありますが、

景観以外の家屋の中身を含め、具体的な支

援といった検討はどのような状況ですか。 

 

 

 

先ほど内観は対象外とお話ししましたが、

歴史的な建築物は外観だけでなく、建物全

体やその構造に価値があるという話です。

外観は景観で取り組み、外観以外の部分は

社会教育部署とも話し合っており、社会教

育部署は建物の中まで含めて検討していま

す。 

このように、建物全体や歴史的に保全する

べき建物については他部署と連携しながら

歴史的文化財等の検討も進めていきます。 
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 質疑・意見内容 応答内容 

11 

古い居宅を残すことは市としては考えてい

ないのでしょうか。本町筋を観光などで活

用しているのであれば、なぜ町家の維持を

100%居住者に任せてしまうのでしょうか。

景観ルールを進めるのであれば、どうやっ

て改修して家屋を残していくか真剣に取り

組むべきではないでしょうか。 

社会教育部署で文化財保存活用地域計画の

策定を進めています。この計画と連携しつ

つ、文化財に指定されていないものも含め

て、古いものをどう残して継承していくの

かを考えているところです。今後計画がで

き次第市民の意見を聞く場を設ける予定で

す。決して古い建物を残さなくて良いとい

った考えではありません。 
 

12 

街並み環境整備等、国の事業・補助活用が

ありますが、これらの活用は考えているの

でしょうか。 

現在、別の補助事業メニューではあります

が、景観計画の検討も国の補助金を活用し

ております。今後も補助制度を活用してい

きたいと考えています。 

13 

歴史的な建物の改修・修繕は費用がかかり

ます。所有者だけでは改修できないところ

もあり、どのように支援するのでしょう

か。 

例えば、歴史的風致維持向上計画の取り組

みの中で、歴史的な建造物を指定すること

で改修などの補助を活用することができま

す。このような補助についても担当部署と

協議しながら進めております。 

14 

道路から 20m 離れていれば、ルール対象外

ということでしょうか。 

駐車場は 20m 以内で、建物がその奥にある

場合は大丈夫ですか。 

建物が 20m 離れていれば、対象外となりま

す。 

20m を超える範囲では公共空間から見えな

いという扱いで対象外となります。 

15 

今後、市としては観光事業として進めるの

ですか。 

子育てとまちづくりを推進しておりますが

他にも、企業誘致や駅周辺まちづくりなど

も進めております。観光だけを進めるとい

うものではありません。 

16 

景観を残すことは大切だと実感しています

が、目的もなく残すのは難しいです。こん

な町にしたいというビジョンに向かってい

く手段であれば良いですが、景観ルールを

つくることが目的であってはまずいと思い

ます。 

建物を残すということはハード面であり、

ソフト面も大事にする必要があると思いま

す。 

高山などの町も良いですが、津島は人が住

んでいる生活がある中での景観が良いのか

なと思います。 

観光や生活づくりにつきまして、本町筋の

町並みは津島市の財産だと思っています。

町並みの中で地域の方が開催するマルシェ

は津島市にしかないと感じます。これも本

町筋の町並みが残っているから起こること

だと感じています。 

今回アンケート結果を見て感じた点とし

て、景観の町並みが崩れてからその重大さ

に気づくということです。良好な景観の維

持を進めていきたいと考えており、その中

で本町筋が重要な要素だと感じています。 

17 

今市場通りから御旅所までの区間も景観ル

ールを適用したら良いと思います。道路開

通した際に江戸時代が感じられたりしたら

良いと思いますし、そういった空間づくり

も重要かなと思います。 

景観の範囲については、他にも蔵の道など

も挙げられます。提案したルールをつくっ

た後は、それで終わりでなく、他の道もや

りたいなどの声に合わせ広げることも考え

ております。 
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４． 質疑応答内容（５月 24日） 

 質疑内容 応答内容 

１ 

対象範囲を 20m とありますが、同じ敷地内

で 20m の範囲に入っていない部分は景観ル

ールの対象外と考えていいのでしょうか。

また、20m 以内であっても公共の部分から

見えなければ対象外となるのでしょうか。 
 

20m の範囲内で道路に接している土地で考

えています。20m 範囲外に建物を建てる場

合は対象外となりますが、届出対象にはな

ります。市で届出内容を確認し、20m 範囲

外に建物を建つと確認できた場合は景観ル

ールの適用外となります。 

道路から 20m 以内でも道路から見えなけれ

ば対象外となります。 

建物の見える壁面等のみが対象で、見えな

い小さい倉庫などもやらないといけないと

いうわけではなく、公共空間から見える範

囲です。 
 

２ 

まちなみの維持という点で、建て替えや改

築ではなく、現在の建物を維持していく場

合にも補助金は考えているのでしょうか。 

景観という点では新築・改築に対する補助

になります。維持という観点であれば建物

全体の話になります。建物自体の歴史的な

価値を守ることを検討する部署があり、補

助制度も検討しなければならないと考えて

います。ただ現時点では、建物の維持に対

する補助は考えていません。 

 

３ 

補助制度とはどんなものを考えています

か。 

補助制度の内容は、現段階検討中です。景

観に配慮した改装をする際は必要以上に費

用がかかるため、その必要以上分は補填さ

せていただく制度を設けようと思っていま

す。具体的な金額は、今後他市町の事例を

勉強して負担がかからないよう考えていき

ます。 
 

４ 

景観ルールができた際に建築確認の手間が

増えるのか。 

確認申請前に市に届出が必要となりますの

で、手間が増えることになります。その書

類は、確認申請に添付する書類・図面で足

りますが、色が分かる資料等は求める可能

性があります。 

 

５ 

木造風・和風で、平らな屋根でも色を守っ

ていれば景観ルールを守っているとされる

のかを教えていただきたいです。 

木造の屋根や切妻など細かいところは今後

決めていきます。 

切妻の材料を瓦でなくて良いようなことを

検討しており、木造風・和風でも無理な場

合、落ち着いた色でも良いといったことを

考えております。 
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 質疑内容 応答内容 

６ 

正式な説明会があるとのことですが、計画

の内容検討においては専門家の意見を聞く

のではなく、市のみで決めていくというこ

とですか。 

専門のコンサルタントに業務を委託して

様々なノウハウを提供いただきながら検討

しています。 

他にも策定委員会を設置し、文化財保護委

員会の会長や大学の先生などから様々な意

見を聞いています。 
 

７ 

古い街並みは財産であるため、もっと大胆

な取組みによって守り、良さを出していか

なければ維持できないと思います。 

 

ご意見として受け止めさせていただきま

す。 

 


